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○
消
費
者
庁
告
示
第　
　
　

号

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
繊
維
製
品
品
質
表
示
規
程

（
平
成
二
十
九
年
消
費
者
庁
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
六
年　
　

月　
　
　

日

消
費
者
庁
長
官　

新
井　

ゆ
た
か　

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

　　（  別紙  1  ）
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改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

　

（
定
義
） 

　

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
組
成
繊
維
」
と
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の

第
二
条　

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
組
成
繊
維
」
と
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の

を
い
う
。 

を
い
う
。 

２　

［
略]

 

２　

[

略]
 

３　

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
取
扱
表
示
」
と
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
：

３　

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
取
扱
表
示
」
と
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
（

二
〇
二
四
（
繊
維
製
品
の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号
及
び
そ
の
表
示
方
法
）

繊
維
製
品
の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号
及
び
そ
の
表
示
方
法
）
の
三
に
規
定

の
三
に
規
定
す
る
記
号
を
い
う
。 

す
る
記
号
を
い
う
。 

４　

[

略]
 

４　

[

略]
 

 
 　

(

遵
守
事
項)

 

　

（
遵
守
事
項
） 

第
三
条　

第
一
条
に
規
定
す
る
表
示
事
項
の
表
示
に
際
し
て
、
製
造
業
者
、
販
売

第
三
条　

第
一
条
に
規
定
す
る
表
示
事
項
の
表
示
に
際
し
て
、
製
造
業
者
、
販
売

業
者
又
は
表
示
業
者
（
以
下
「
表
示
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
品
質
を
適
正

業
者
又
は
表
示
業
者
（
以
下
「
表
示
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
品
質
を
適
正

に
表
示
す
る
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
輸
出
す
べ
き
繊
維
製
品
に
表

に
表
示
す
る
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
輸
出
す
べ
き
繊
維
製
品
に
表

示
す
る
場
合
を
除
き
、
特
に
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。 

示
す
る
場
合
を
除
き
、
特
に
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

一　

[

略]
 

　

一　

[

略] 

　

二　

家
庭
に
お
け
る
洗
濯
処
理
、
漂
白
処
理
、
乾
燥
処
理
、
ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ
　

二　

家
庭
に
お
け
る
洗
濯
処
理
、
漂
白
処
理
、
乾
燥
処
理
、
ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ

処
理
及
び
商
業
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
に
関
す
る
取
扱
方
法
（
以
下
「
家
庭
洗

処
理
及
び
商
業
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
に
関
す
る
取
扱
方
法
（
以
下
「
家
庭
洗

濯
等
取
扱
方
法
」
と
い
う
。
）
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
取
扱
表
示
を
用
い
て

濯
等
取
扱
方
法
」
と
い
う
。
）
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
取
扱
表
示
を
用
い
て

、
日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
：
二
〇
二
四
（
繊
維
製
品
の
取
扱
い
に
関
す

、
日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
（
繊
維
製
品
の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号

る
表
示
記
号
及
び
そ
の
表
示
方
法
）
の
四
・
一
及
び
四
・
四
に
規
定
す
る
と

及
び
そ
の
表
示
方
法
）
の
四
・
一
及
び
四
・
四
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
規
格
の
附
属
書
Ａ
の
表
Ａ

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
規
格
の
附
属
書
Ａ
の
表
Ａ
・
二
か
ら
表

・
二
か
ら
表
Ａ
・
八
ま
で
に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
又
は

Ａ
・
八
ま
で
に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
又
は
こ
れ
と
同
等

こ
れ
と
同
等
の
試
験
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
に
基
づ
き
、
適
正
な
取
扱

の
試
験
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
に
基
づ
き
、
適
正
な
取
扱
表
示
を
選
択

表
示
を
選
択
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
規
格
の
四
・
一

に
規
定
す
る
取
付

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
規
格
の
四
・
一

に
規
定
す
る
取
付
方
法
に
よ
り

ｄ）

ｄ）

方
法
に
よ
り
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
マ
フ
ラ
ー
、
ス
カ
ー
フ
、
シ
ョ
ー
ル

損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
マ
フ
ラ
ー
、
ス
カ
ー
フ
、
シ
ョ
ー
ル
及
び
帽
子
（

及
び
帽
子
（
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
号
。
以

九
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
（
一
）
に
定
め
る
糸
を

下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
（
一
）
に
定
め
る
糸
を
表
生
地
の
全

表
生
地
の
全
部
又
は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同

部
又
は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
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じ
。
）
並
び
に
両
面
使
用
の
帽
子
に
あ
っ
て
は
貼
付
け
又
は
下
げ
札
に
よ
る

に
両
面
使
用
の
帽
子
に
あ
っ
て
は
貼
付
け
又
は
下
げ
札
に
よ
る
こ
と
が
で
き

こ
と
が
で
き
る
。 

る
。 

 
 

　

[
三
～
五　

略]

　

[

三
～
五　

略]

 
 

別
表
第
八
（
第
八
条
関
係
） 

別
表
第
八
（
第
八
条
関
係
） 

一　

日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
：
二
〇
二
四

水
洗
い
処
理

一　

日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
（
繊
維
製
品

水
洗
い
処
理

（
繊
維
製
品
の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号

の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号
及
び
そ
の
表

及
び
そ
の
表
示
方
法
）
の
三
・
二
の
表
一
（

示
方
法
）
の
三
・
二
の
表
一
（
洗
濯
処
理
の

洗
濯
処
理
の
記
号
）
の
記
号
番
号
一
〇
〇
及

記
号
）
の
記
号
番
号
一
〇
〇
及
び
三
・
六
の

び
三
・
六
の
表
七
（
ウ
エ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン

表
七
（
ウ
エ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
の
記

グ
処
理
の
記
号
）
の
記
号
番
号
七
〇
〇
の
取

号
）
の
記
号
番
号
七
〇
〇
の
取
扱
表
示

扱
表
示

二　

日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
：
二
〇
二
四

石
油
系
法
ド
ラ
イ
ク
リ
ー

二　

日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
（
繊
維
製
品

石
油
系
法
ド
ラ
イ
ク
リ
ー

（
繊
維
製
品
の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号

ニ
ン
グ
処
理

の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号
及
び
そ
の
表

ニ
ン
グ
処
理

及
び
そ
の
表
示
方
法
）
の
三
・
六
の
表
六
（

示
方
法
）
の
三
・
六
の
表
六
（
ド
ラ
イ
ク
リ

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
の
記
号
）
の
記

ー
ニ
ン
グ
処
理
の
記
号
）
の
記
号
番
号
六
二

号
番
号
六
二
〇
又
は
六
二
一
の
取
扱
表
示

〇
又
は
六
二
一
の
取
扱
表
示

三　

日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
：
二
〇
二
四

パ
ー
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
法

三　

日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
（
繊
維
製
品

パ
ー
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
法

（
繊
維
製
品
の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処

の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号
及
び
そ
の
表

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処

及
び
そ
の
表
示
方
法
）
の
三
・
六
の
表
六
（

理

示
方
法
）
の
三
・
六
の
表
六
（
ド
ラ
イ
ク
リ

理

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
の
記
号
）
の
記

ー
ニ
ン
グ
処
理
の
記
号
）
の
記
号
番
号
六
一

号
番
号
六
一
〇
又
は
六
一
一
の
取
扱
表
示

〇
又
は
六
一
一
の
取
扱
表
示

四　

日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
：
二
〇
二
四

パ
ー
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
法

四　

日
本
産
業
規
格
Ｌ
〇
〇
〇
一
（
繊
維
製
品

パ
ー
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
法

（
繊
維
製
品
の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処

の
取
扱
い
に
関
す
る
表
示
記
号
及
び
そ
の
表

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処

及
び
そ
の
表
示
方
法
）
の
三
・
六
の
表
六
（

理
及
び
石
油
系
法
ド
ラ
イ

示
方
法
）
の
三
・
六
の
表
六
（
ド
ラ
イ
ク
リ

理
及
び
石
油
系
法
ド
ラ
イ

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
の
記
号
）
の
記

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理

ー
ニ
ン
グ
処
理
の
記
号
）
の
記
号
番
号
六
〇

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理

号
番
号
六
〇
〇
の
取
扱
表
示

〇
の
取
扱
表
示

 

備
考　

表
中
の[

　

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 

　

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

　

（
経
過
措
置
）

２　

令
和
七
年
八
月
十
九
日
ま
で
の
間
に
繊
維
製
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
が
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 




